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１．取組みの背景とこれまでの経過 3

年 月

府 大阪府が「中之島ゲートエリア魅力創造基本計画 (案) 」を作成

福島区役所が水辺の賑わいづくりに取組むこととなった

6 「海の駅」運営事業者の「公募」開始 （事業期間：「海の駅」開始日を始期として最長10年間）

8 事業運営予定者（３社による事業共同体）を決定

12 「大阪市中央卸売市場前港周辺エリア水辺活性化協議会」を開催し、地域合意を得る

H28 1 府 大阪府河川水辺の賑わいづくり審議会での審議　➡「河川準則特区」の指定

3 「海の駅」として認定

6 水上レストラン開始

H30 5 運営体制の大幅変更（法人代表者が破産、構成員の複数追加など）

6 水上レストラン終了（営業期間：3年1カ月）

8 ＢＢＱ施設開始

R3 4 運営体制の大幅変更（公募時点での参加事業者がすべて脱退など）

R5 1 ＢＢＱ施設終了（営業期間：2年5カ月）➡事業休止状態へ

R6 4 区役所 事業再開の働きかけ

R6 12 数年間滞納していた河川占用料が納付される

R7 4 令和7年度の河川占用料が未納となり、現在に至る

R8 1 府 大阪府河川水辺の賑わいづくり審議会

R9 3 事業期間（10年間）満了

事業者

区役所

H25 3

H27

H29

R2
事業者



中之島ゲート ノースピア

中之島ゲート サウスピア

船津橋

中央卸売市場
本場

中之島ゲート
ノースピア

端建蔵橋
(工事中）

中之島ゲートエリア

２．事業概要 （１）事業区域 ～水都大阪（中之島ゲートエリア）～ 4



おおさかほっこう海の駅

※赤円は、
半径２km

おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅

●エリアの特性
・多くのビジターを集客するキタに隣接
・地下鉄、ＪＲ、京阪の各最寄駅から徒歩
約10分
・海と川（安治川・堂島川・土佐堀川・木津川
等からなる水の回廊）の結節点にあたり、
50～100ftのクルーザーも入港可能

・西日本最大の大規模集積市場である大阪
市中央卸売市場本場に隣接し、周辺には
旧居留地である川口の倉庫群、江之子島
文化芸術創造センターなど、大阪の歴史
や文化に触れられる立地

ＪＲ野田駅

Osaka Metro玉川駅

京阪中之島駅

5２．事業概要 （１）事業区域 ～事業実施エリアの特性～



河川幅員1/4以内

の範囲の流水面

船津橋

6２．事業概要 （１）事業区域 ～都市・地域再生等利用区域の範囲～



7２．事業概要 （２）事業スキーム



【令和３年４月～令和５年４月 】

【令和５年５月～令和６年３月】

【令和６年４月～現在】

8

○大阪福島中之島ゲート海の駅事業連合体株式会社
○株式会社ユニバーサルクルーズ
○株式会社リバーエクスプレス
○株式会社ST&D
○株式会社水都開発

〇特定非営利活動法人大阪水上安全協会
（各事業ごとに協会員事業者と連携を行う）

○大阪福島中之島ゲート海の駅事業連合体株式会社
○株式会社ユニバーサルクルーズ
○株式会社リバーエクスプレス
○株式会社ST&D

おおさかふくしま・中之島ゲート
海の駅事業共同体

〇特定非営利活動法人大阪水上安全協会
（各事業ごとに協会員事業者と連携を行う）

事業パートナー企業体

２．事業概要 （３）運営体制

○大阪福島中之島ゲート海の駅事業連合体株式会社
○株式会社ユニバーサルクルーズ
○株式会社リバーエクスプレス
○株式会社ST&D

〇特定非営利活動法人大阪水上安全協会
（各事業ごとに協会員事業者と連携を行う）

〇一般社団法人大阪水都安全情報センター
（海の駅の安全管理及び係留船舶の安全対策について
業務委託）



台船３台を本事業の基本基地として事業を展開
・1号台船 →事業展開なし（存置中）

浮桟橋利用者施設（計画中）
・2号台船 →（撤去済）

バーベキュー施設、観光クルージング（実施中）
水上バイク停留所、マリンウエアショップなど（計画中）

・3号台船 →事業展開なし（存置中）
イベントスペース、観光クルージング（実施中）
総合案内所・管理棟など（計画中）

浮桟橋の運用
・マリーナ事業用の浮桟橋を、1号台船上流に３０メートル、

3号台船下流に100メートルの計2本設置（整備中）
・安全確保のため、監視カメラ、潮位センサー等設置(計画中)

→浮桟橋損傷中

マリーナ事業 →浮桟橋損傷中
・観光舟運船舶の係留（一部実施中）
・小型船舶等の係留（一部実施中）
・船舶の整備・補修、給水、給電、船具販売(計画中）

舟運事業 →万博以降の定期航路なし
・定期航路（計画中）
（福島港～大阪市中央卸売市場前港～ユニバーサルシティポート）
＜River Express / スクイッド号＞

・不定期航路（計画中）
（大阪市中央卸売市場前港～ユニバーサルシティポート～淡路島）
＜Universal Cruise / Boa Sorte号＞
※「淡路 翼港」や「ホテルニューアワジ サントピアマリーナ」

と連携
・今後、市内各ホテルとの共同開発による舟運サービスや、観光ク
ルージングやブライダルクルージング等を予定

にぎわい創出事業 →事業展開なし
・1号台船：カフェ、浮桟橋利用者休憩所（計画中）
・2号台船：バーベキュー施設（実施中）
・3号台船：イベントスペース（実施中）
・既存イベント（ざこばの朝市等）との継続的実施協力
・舟運事業との相乗効果の期待
・マリンレジャーの最新情報展示、クルーズ体験等

施設概要 サービス概要

9２．事業概要 （４）事業内容 前回審議会資料（令和5年2月1日）抜粋＋赤字加筆



10３．現地の状況



11

確認項目 現在（R5～R7）の取組状況

①地域活性化に資する川
を生かしたまちづくりの
ための利用となっている
か

• 当初計画では台船を利用した飲食施設やマリーナとして運営することとなっていたが、
現在は運営事業者や関係者の船舶係留のみ

• 万博開催時には、中央卸売市場前港から夢洲の万博会場に向けた舟運事業を実施してい
たが、万博閉幕に伴い定期運航も終了

• 「ざこばの朝市」など、地元既存のイベント等との連携なし

• 地元の野田地域は防災上の観点(台船等が流され橋梁等を損傷させることへの懸念)から
台船の早期撤去を望んでいる

• 野田南緑道及び中央卸売市場事業用地に無断で事業用車両等を侵入させる事案や無断工
事が複数回発生したため、当区から改善を求めたが改善されず

②水辺の賑わいにつなが
る提案内容となっている
か、集客性はあるか

• 近年、万博向け舟運事業以外の集客性は確認できなかった
• 専用の駐車場がなく、鉄道駅からも徒歩10分以上
• 陸側は都市公園として供用されているため法令上の利用制限あり
• 背後地は中央卸売市場の事業用地であるなど、集客施設や駐車場の新たな整備は困難

③水辺の賑わいのための
拠点施設として、連携・
ネットワーク等の交流や
情報発信は行えているか

• 海の駅についてはホームページなし
• 施設のe-mailアドレスは休止中

④提案内容の実現性はあ
るか

• 令和６年度に提出のあった事業計画（海の駅を水素船の定係場とし、旅客乗下船や関係
者への船内公開などによる賑わいへの貢献や新技術の啓蒙を行う）は実現に至らず

• 万博期間以降の事業提案がない
• 河川占用料の支払い遅延が複数年にわたり常態化
• 令和7年7月時点で、事業の構成員４社のうち代表者（大阪福島中之島ゲート海の駅事業

連合体株式会社）を含む３社の法人登記簿上の本店所在地での事業実態が確認できない

４．現在（R5～R7）の取組状況



12５．今後の取り組み

➢ 福島区役所では、大阪市中央卸売市場前港の周辺において、水辺のにぎわいづく
りと水都復活につなげることをめざし、平成27年度に民間事業者を公募し、平成
29年4から「海の駅」事業を進めてきました。

➢ 事業期間満了となる令和9年3月を迎えるにあたり、事業の振り返りを行った結果、
本件地での海の駅事業は、背後地が利用制限のある都市公園や事業用地であり、
河川特区のメリットが限定的にならざるを得なかったなどの要因から事業性を見
いだすことができず、民間事業者によるにぎわいづくりに限界があることを確認
する結果となりました。

➢ これらの現状を踏まえ、大阪市として河川準則特区としての占用期間満了となる
令和８年３月末をもって「海の駅」事業を終了する（特区期間の延長は求めな
い）こととしましたので、ご報告いたします。

【スケジュール】（予定）

・令和8年 1月 にぎわい審議会（府主催）
・令和8年 3月 事業終了（占用期間満了）
・令和8年 4月～ 現事業者による原状回復




